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議案第２０号 

 

令和７年度利府町一般会計予算 
 

 令和７年度利府町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，８６０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和７年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大   

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－2－

（単位：千円）歳 入

項

町 税1 5,282,763

町 民 税1 2,252,484

固 定 資 産 税2 2,644,157

軽 自 動 車 税3 111,684

市 町 村 た ば こ 税4 268,894

入 湯 税5 5,544

地 方 譲 与 税2 100,543

地 方 揮 発 油 譲 与 税1 24,000

自 動 車 重 量 譲 与 税2 69,000

地 方 道 路 譲 与 税3 1

森 林 環 境 譲 与 税4 7,542

利 子 割 交 付 金3 2,000

利 子 割 交 付 金1 2,000

配 当 割 交 付 金4 20,000

配 当 割 交 付 金1 20,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 20,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 20,000

法 人 事 業 税 交 付 金6 80,000

法 人 事 業 税 交 付 金1 80,000

地 方 消 費 税 交 付 金7 964,000

地 方 消 費 税 交 付 金1 964,000

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金8 25,000

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金1 25,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金9 1

自 動 車 取 得 税 交 付 金1 1

環 境 性 能 割 交 付 金10 14,000



－3－

金          額款 項

環 境 性 能 割 交 付 金 環 境 性 能 割 交 付 金110 14,000

国有提供施設等所在市町村助成交付金11 300

国有提供施設等所在市町村助成交付金1 300

地 方 特 例 交 付 金12 50,000

地 方 特 例 交 付 金1 50,000

地 方 交 付 税13 1,670,000

地 方 交 付 税1 1,670,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金14 5,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 5,000

分 担 金 及 び 負 担 金15 79,829

負 担 金1 79,829

使 用 料 及 び 手 数 料16 196,079

使 用 料1 135,425

手 数 料2 60,654

国 庫 支 出 金17 2,722,548

国 庫 負 担 金1 1,893,456

国 庫 補 助 金2 820,848

委 託 金3 8,244

県 支 出 金18 1,135,204

県 負 担 金1 777,965

県 補 助 金2 248,676

委 託 金3 108,563

財 産 収 入19 27,118

財 産 運 用 収 入1 13,115

財 産 売 払 収 入2 14,003

寄 附 金20 850,000



金          額款

－4－

項

寄 附 金 寄 附 金120 850,000

繰 入 金21 1,245,709

特 別 会 計 繰 入 金1 7

基 金 繰 入 金2 1,245,702

繰 越 金22 10,000

繰 越 金1 10,000

諸 収 入23 391,706

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1,500

預 金 利 子2 1

貸 付 金 元 利 収 入3 243,764

雑 入4 146,441

町 債24 968,200

町 債1 968,200

15,860,000歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 議 会 費 131,626

議 会 費 1 131,626

2 総 務 費 2,361,264

総 務 管 理 費 1 1,391,857

徴 税 費 2 192,285

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 3 123,477

選 挙 費 4 51,581

統 計 調 査 費 5 14,878

企 画 費 6 576,661

監 査 委 員 費 7 10,525

3 民 生 費 5,516,935

社 会 福 祉 費 1 2,211,111

児 童 福 祉 費 2 3,304,102

災 害 救 助 費 3 1,722

4 衛 生 費 1,165,663

保 健 衛 生 費 1 582,536

清 掃 費 2 583,127

5 労 働 費 50,801

労 働 諸 費 1 50,801

6 農 林 水 産 業 費 202,707

農 業 費 1 168,909

林 業 費 2 25,991

水 産 業 費 3 7,807

7 商 工 費 1,203,468

商 工 費 1 1,203,468

8 土 木 費 1,385,182



金          額款

－6－

項

土 木 管 理 費 18 土 木 費 34,985

道 路 橋 梁 費 2 386,139

河 川 費 3 150

都 市 計 画 費 4 341,940

住 宅 費 5 621,968

9 消 防 費 938,784

消 防 費 1 938,784

10 教 育 費 1,525,346

教 育 総 務 費 1 488,346

小 学 校 費 2 172,214

中 学 校 費 3 95,586

社 会 教 育 費 4 361,864

保 健 体 育 費 5 407,336

11 災 害 復 旧 費 2

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 1 1

公 共 施 設 等 災 害 復 旧 費 2 1

12 公 債 費 1,259,538

公 債 費 1 1,259,538

13 予 備 費 118,684

予 備 費 1 118,684

15,860,000歳              出              合              計



第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額

議会議場映像音響機器賃貸借事業

総合行政ネットワーク（LGWAN）接続機器保守事業 令和8年度から令和12年度まで 3,055

令和8年度 72

コミュニティセンター指定管理事業 令和8年度から令和10年度まで 22,110

券面印字システム賃貸借事業 令和8年度から令和12年度まで 1,584

重点対策加速化事業 令和8年度から令和11年度まで 607,000

立地適正化計画策定業務事業 令和8年度から令和9年度まで 21,200

小中学校児童生徒・教師用情報端末賃貸借事業 令和8年度から令和12年度まで 125,811

小中学校ＩＣＴ機器等賃貸借事業 令和8年度から令和12年度まで 58,230

中学校教育用ＰＣ賃貸借事業 令和8年度 1,128

学校給食施設ボイラー賃貸借事業 令和8年度から令和12年度まで 30,705

学校給食施設食缶洗浄機・連続揚物機賃貸借事業 令和8年度から令和12年度まで 25,466

－7－



－8－

事　　　項 期　　　間 限　度　額

学校給食施設真空冷却器賃貸借事業 令和8年度から令和9年度まで

学校給食施設食器洗浄機賃貸借事業 令和8年度 140

1,231

学校給食調理・配送業務事業 令和8年度から令和10年度まで 258,720



公営住宅建設事業 319,100

道路整備事業

観光施設整備事業 19,800

計 968,200

　借入期日の翌日から３０年以内に半年賦
元利均等償還又は元金均等償還とする。た
だし、融資条件又は財政の都合により償還
年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利
に借換えすることができる。

千円

62,400

52,400
証書借入又は
証券発行

　年５．０％以内（ただし、利率
見直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の利率）

第 ３ 表 地 方 債

（単位：千円）

農林水産業施設整備事業

緊急防災・減災事業 423,700

起債の目的 償還の方法利　　率起債の方法限　度　額

公共施設等適正管理推進事業 89,100

災害援護資金貸付金 1,700

－9－
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議案第２１号 

 

令和７年度利府町国民健康保険特別会計予算 
 

 令和７年度利府町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，１７０，６７６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和７年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－12－

（単位：千円）歳 入

項

国 民 健 康 保 険 税1 621,579

国 民 健 康 保 険 税1 621,579

使 用 料 及 び 手 数 料2 340

手 数 料1 340

国 庫 支 出 金3 1

国 庫 補 助 金1 1

県 支 出 金4 2,271,067

県 補 助 金1 2,271,067

財 産 収 入5 134

財 産 運 用 収 入1 134

繰 入 金6 274,761

他 会 計 繰 入 金1 215,803

基 金 繰 入 金2 58,958

繰 越 金7 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入8 1,794

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1,029

貸 付 金 元 利 収 入2 340

雑 入3 425

3,170,676歳              入              合              計



－13－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 32,427

総 務 管 理 費 1 31,329

徴 収 費 2 681

運 営 協 議 会 費 3 417

2 保 険 給 付 費 2,250,680

療 養 諸 費 1 1,927,879

高 額 療 養 費 2 313,378

移 送 費 3 20

出 産 育 児 諸 費 4 7,003

葬 祭 諸 費 5 2,400

3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 821,620

医 療 給 付 費 分 1 564,765

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 2 204,152

介 護 納 付 金 分 3 52,703

4 保 健 事 業 費 55,841

保 健 事 業 費 1 25,130

特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 2 30,711

5 基 金 積 立 金 134

基 金 積 立 金 1 134

6 公 債 費 31

公 債 費 1 31

7 諸 支 出 金 7,943

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 7,938

繰 出 金 2 5

8 予 備 費 2,000

予 備 費 1 2,000



金          額款

－14－

項

3,170,676歳              出              合              計
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議案第２２号 

 

令和７年度利府町介護保険特別会計予算 
 

 令和７年度利府町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，６４１，２２３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （一時借入金） 

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各

項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和７年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－16－

（単位：千円）歳 入

項

保 険 料1 659,824

介 護 保 険 料1 659,824

使 用 料 及 び 手 数 料2 50

手 数 料1 50

国 庫 支 出 金3 471,430

国 庫 負 担 金1 423,410

国 庫 補 助 金2 48,020

支 払 基 金 交 付 金4 673,546

支 払 基 金 交 付 金1 673,546

県 支 出 金5 381,144

県 負 担 金1 358,214

県 補 助 金2 22,930

財 産 収 入6 444

財 産 運 用 収 入1 444

繰 入 金7 453,681

一 般 会 計 繰 入 金1 417,612

基 金 繰 入 金2 36,069

繰 越 金8 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入9 104

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 101

雑 入2 3

2,641,223歳              入              合              計



－17－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 74,390

総 務 管 理 費 1 27,570

徴 収 費 2 1,301

介 護 認 定 審 査 会 費 3 45,307

運 営 協 議 会 費 4 212

2 保 険 給 付 費 2,404,998

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1 2,154,588

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 2 90,096

そ の 他 諸 費 3 2,394

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 4 72,600

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 5 85,320

3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 1

4 基 金 積 立 金 444

基 金 積 立 金 1 444

5 地 域 支 援 事 業 費 150,537

介護予防・生活支援サービス事業費 1 67,169

介 護 予 防 事 業 費 2 21,999

包 括 的 支 援 事 業 費 3 60,923

そ の 他 諸 費 4 206

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 5 240

6 公 債 費 1

公 債 費 1 1

7 諸 支 出 金 852

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 851

繰 出 金 2 1



金          額款

－18－

項

8 予 備 費 10,000

予 備 費 1 10,000

2,641,223歳              出              合              計



第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額

高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務事業 令和8年度 5,204

－19－



－20－ 

 



 

 

令 和 ７ 年 度 

 

利府町後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第２３号 

 

令和７年度利府町後期高齢者医療特別会計予算 
 

 令和７年度利府町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４６６，１７６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

  

令和７年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－22－

（単位：千円）歳 入

項

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 390,277

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 390,277

使 用 料 及 び 手 数 料2 47

手 数 料1 47

繰 入 金3 75,451

一 般 会 計 繰 入 金1 75,451

繰 越 金4 399

繰 越 金1 399

諸 収 入5 2

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1

雑 入2 1

466,176歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 2,296

総 務 管 理 費 1 2,296

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 463,169

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1 463,169

3 諸 支 出 金 411

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 410

繰 出 金 2 1

4 予 備 費 300

予 備 費 1 300

466,176歳              出              合              計



－24－ 

 



 

 

令 和 ７ 年 度 

 

利府町町営墓地特別会計予算 
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議案第２４号 

 

令和７年度利府町町営墓地特別会計予算 
 

 令和７年度利府町の町営墓地特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，３７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

令和７年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大   



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
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（単位：千円）歳 入

項

使 用 料 及 び 手 数 料1 8,242

使 用 料1 3,760

手 数 料2 4,482

財 産 収 入2 249

財 産 運 用 収 入1 249

繰 入 金3 2,882

基 金 繰 入 金1 2,882

繰 越 金4 1

繰 越 金1 1

諸 収 入5 1

雑 入1 1

11,375歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 事 業 費 1,796

町 営 墓 地 管 理 費 1 1,796

2 基 金 積 立 金 2,945

基 金 積 立 金 1 2,945

3 公 債 費 5,634

公 債 費 1 5,634

4 予 備 費 1,000

予 備 費 1 1,000

11,375歳              出              合              計
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令 和 ７ 年 度 

 

利府町水道事業会計予算 

 

 

 

 

 

 



 



（総則）

第 １ 条

（業務の予定量）

第 ２ 条

（収益的収入及び支出）

第 ３ 条

第 １ 款

（資本的収入及び支出）

第 ４ 条

は、当年度分損益勘定留保資金２７８，９２７千円及び建設改良積立金８５，０００千円で補てんするものとする。）。

議案第２５号

令 和 ７ 年 度 利 府 町 水 道 事 業 会 計 予 算

令和７年度利府町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 給 水 戸 数 １４,６１９ 戸

（２） 年 間 総 配 水 量 ４,１０４,０１５ ㎥

（３） 一 日 平 均 配 水 量 １１,２４４ ㎥

（４） 主 要 な 建 設 改 良 事 業 １５６,２６０ 千円

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　　　　　入

第 １ 款 水道事業収益 １,０５６,４０８ 千円

第 １ 項 営 業 収 益 ８９１,３２２ 千円

第 ２ 項 営 業 外 収 益 １６５,０８６ 千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

水道事業費用 １,０４３,５０１ 千円

第 １ 項 営 業 費 用 ９７８,８８９ 千円

第 ２ 項 営 業 外 費 用 ２９,６１２ 千円

第 ４ 項 予 備 費 ３５,０００ 千円

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３６３，９２７千円
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（企業債）

第 ５ 条

（一時借入金）

第 ６ 条

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 ７ 条

国 庫 補 助 金 ８,０００ 千円

収　　　　　　　　　　　　　　入

第 １ 款 資 本 的 収 入 １３１,８４８ 千円

第 １ 項 開 発 負 担 金 １,０００ 千円

第 ５ 項 他 会 計 補 助 金 ３,８４８ 千円

第 ６ 項 企 業 債 １１９,０００ 千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

第 １ 款 資 本 的 支 出 ４９５,７７５ 千円

第 ７ 項

第 １ 項 建 設 改 良 費 ３０５,０８６ 千円

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金 １９０,６８９ 千円

起債の方法 利　　　率 償　　　還　　　の　　　方　　　法

計

証書借入又は
証券発行

　年５．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後
の利率）

　借入期日の翌日から４０年以内に半年賦元利
均等償還又は元金均等償還とする。ただし、融
資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し
、若しくは繰上償還又は低利に借換えすること
ができる。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

起債の目的 限　　度　　額

外費用に係る予算額に過不足を生じた場合と定める。

１１９,０００

一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用及び第２項営業

配水施設
更新事業

１１９,０００



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ８ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（たな卸資産購入限度額）

第 ９ 条

令和７年３月３日提出

（１） 職 員 給 与 費 ５７,１８２ 千円

（２） 交 際 費 １０ 千円

たな卸資産の購入限度額は、１０，０００千円と定める。

利府町長　　　　熊　谷　　大
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令 和 ７ 年 度 

 

利府町下水道事業会計予算 

 

 

 

 

 

 



 



（総則）

第 １ 条

（業務の予定量）

第 ２ 条

（収益的収入及び支出）

第 ３ 条

下水道事業収益

第 １ 款 下水道事業費用

（資本的収入及び支出）

第 ４ 条

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１７，４２１千円、当年度分損益勘定留保資金１４８，３８１千円及び繰越利益

剰余金処分額１５，６４５千円で補てんするものとする。）。

第 ４ 項 予 備 費 １０,０００ 千円

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１８１，４４７千円

第 １ 項 営 業 費 用 １,２２７,８６７ 千円

第 ２ 項 営 業 外 費 用 ３８,０４０ 千円

第 ２ 項 営 業 外 収 益 ７２４,３３４ 千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

１,２７５,９０７ 千円

収　　　　　　　　　　　　　　入

第 １ 款 １,２８６,６３０ 千円

第 １ 項 営 業 収 益 ５６２,２９６ 千円

（４） 主 要 な 建 設 改 良 事 業 ７２,０３０ 千円

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（２） 年 間 排 水 量 ３,６４７,３８８ ㎥

（３） 一 日 平 均 排 水 量 ９,９９３ ㎥

議案第２６号

令 和 ７ 年 度 利 府 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

令和７年度利府町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 処 理 区 域 内 人 口 ３４,２６４ 人
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（債務負担行為）

第 ５ 条

（企業債）

第 ６ 条

第 ４ 項 他 会 計 補 助 金 ９,９１２ 千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率

公共下水道事業

流域下水道事業

５８,７００

償還の方法

５９,１００ 　年５．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後
の利率）

　借入期日の翌日から４０年以内に半年賦元利
均等償還又は元金均等償還とする。ただし、融
資条件又は財政の都合により償還年限を短縮
し、若しくは繰上償還又は低利に借換えするこ
とができる。資本費平準化事業

１００,７００
証書借入又は
証券発行

水洗便所改造資金利子補給金 令和８年度から令和１１年度まで

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

　借入期間中における融資残高につき約定
利率により計算した利子相当額

水洗便所改造資金損失補償 令和８年度から令和１２年度まで

　融資元本の最終償還期限後約定に基づく
期限を経過してもなお元本及び遅延利子の
全部又は一部が回収されなかった場合にお
ける当該回収されなかった金額

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　項 期　　　間 限　度　額

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金 ２０６,６８９ 千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

第 １ 款 資 本 的 支 出 ４１９,８５９ 千円

第 １ 項 建 設 改 良 費 ２１３,１７０ 千円

第 ３ 項 企 業 債 ２１８,５００ 千円

第 １ 款 資 本 的 収 入 ２３８,４１２ 千円

第 １ 項 国 庫 支 出 金 １０,０００ 千円

収　　　　　　　　　　　　　　入



（一時借入金）

第 ７ 条

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 ８ 条

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ９ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（利益剰余金の処分）

第 １０ 条 繰越利益剰余金のうち１５，６４５千円は、次のとおり処分するものと定める。

令和７年３月３日提出

一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

計 ２１８,５００

利府町長　　　　熊　谷　　大

業外費用に係る予算額に過不足を生じた場合と定める。

職 員 給 与 費 ３３,５８６ 千円

減 債 積 立 金 １５,６４５ 千円（１）

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款下水道事業費用のうち、第１項営業費用及び第２項営

－35－



－36－ 

 

 




